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相楽休日応急診療所は予約制になりました

相楽休日応急診療所では、新型コロナウィルス感染予防の

観点から、発熱患者の時間的分離をするため、当日電話予

約制とし、予約が無い場合には受診できません。予約の受

け入れ人数には限りがあり、受付できない場合があります。

来所される前に、必ず電話連絡をしてください。

受付時間 午前８時３０分～お昼１２時３０分

診療時間 午前９時００分～

場 所 相楽会館内 (京都府山城南保健所となり)

◆３月・４月の診療科目(急に変更になる場合があります。）

◆症状によっては診察できない場合や、京都山城

総合医療センターを紹介する場合があります。

受診前には電話でお問い合わせください。

◆問合せ 相楽休日応急診療所(相楽会館内）

診療所直通 ☎ (０７７４）７３－９９８８

３月の予定 子育て支援センター

まちからのおしらせ
主な内容

・会計年度任用職員・二次募集

・防霜ファンの運転について

・漏水チェックをしましょう ほか

３月 １日(火) 園庭開放

２日(水) すくすく広場

５日(土) 園庭開放

９日(水) すくすく広場

１０日(木) 園庭開放

１２日(土) 園庭開放

１６日(水) すくすく広場

１８日(金) 園庭開放

１９日(土) 園庭開放

２２日(火) 園庭開放

２３日(水) すくすく広場

時 間 午前１０時から

(一時保育は午前８時３０分～午後４時３０分)

場 所 和束保育園

問合せ 子育て支援センター(和束保育園内)

☎ ７８－２１５６

相楽休日応急診療所診療体制

内科

内科・小児科

内科・小児科

内科

内科・小児科

内科

内科・小児科

内科

内科・小児科

内科・小児科

３月 ６日(日)

３月１３日(日)

３月２０日(日)

３月２１日(月・祝)

３月２７日(日)

４月 ３日(日)

４月１０日(日)

４月１７日(日)

４月２４日(日)

４月２９日(金・祝)

毎月１回（第１火曜日）行政相談日を設けます。

気軽にご相談ください。

日 時： 令和４年４月５日(火)

午後１時３０分～午後３時３０分

場 所： 役場第１相談室

問合せ： 総務課 ☎７８－３００１(直通)

原付バイクなどを友人や知人に譲ったり、業者

に売ったりして、廃車手続きをまだ済ませていない

人はいませんか。軽自動車税は、４月１日現在で

登録されている原動機付自転車、軽二輪、軽自動

車などを対象に課税されます。そのため実際に所

有していない場合でも、廃車などの手続きをしない

と税金がかかってしまいます。

【届出先】 役場 :  和束町ナンバーのバイク・

ミニカー・トラクター

京都運輸支局 ： 京都ナンバーのバイク

軽自動車検査協会 ： 軽自動車

●問合せ 税住民課

☎７８-３００５（直通）

バイクなどの廃車手続きは

お早めに

行政相談日
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『本人通知制度』一部登録不要となります

工場内では各機械がスムーズに稼働するか、運転時に異常な音がしないかを確認しまし

ょう。また、消耗品の交換や機械可動部分への適量な注油を行うとともに、清掃をして食

品製造工場にふさわしい清潔さを保つように心がけましょう。

さらに、工場周辺の重油配管からの重油漏れを防ぐため、点検や整備に努めましょう。

油は水に混ざらず、少しの量でも広範囲に広がります。もし川に流れ出た場合、下流域の

水道事業者や漁業組合への補償金が必要となることもあります。

また、食品衛生法が改正され、農薬の残留が禁止されています。農薬の使用に関する規

制が大幅に強化され、健康や生活環境、農産物の安全性の確保に対する社会的関心も高ま

っています。農薬の使用にあたっては、使用基準を必ず守ってください。

農村振興課 ☎７８－３００８（直通）

製茶工場内と周辺施設の準備は万全ですか？

防霜ファンの運転について

～ご理解とご協力をお願いします～

和束町の茶生産農家では、基幹産業のお茶を晩霜被害から守るために防霜ファンを導入し、春先

から茶刈り時期までの防霜対策に努められています。

今年も新茶の季節を迎え、町内各地で防霜ファンの運転が始まっています。住民のみなさんには

何かとご迷惑をおかけしますが、「和束茶」の振興と発展のためご理解とご協力をお願いします。

また、４月１日から５月３１日の間、霜注意報が発令された日は、午後４時と午後５時の２回、

各区の公民館等に設置している防災行政無線の屋外スピーカーから１分間、サイレンの吹き鳴らし

をおこないます。

このサイレンの吹き鳴らしを「火災」とお間違えのないようご注意ください。

農村振興課 ☎７８－３００８（直通）

和束町では、令和４年４月から役場で勤務していただく会計年度任用職員を募集します。

勤務を希望される方は募集期間内にご応募ください。

○募集期間 令和４年３月１日（火）から令和４年３月１０日（木）

○募集内容 募集職種や業務内容、勤務日、勤務時間、報酬額等については、役場総務課、

人権ふれあいセンターに備え付けの「募集職種等一覧」をご確認ください。

（町のホームページにも掲載しています。）

○応募方法 以下の応募書類を提出してください。（郵送可）

応募書類 ① 和束町会計年度任用職員選考申込書

※ 役場総務課、人権ふれあいセンターに備え付けております。

※ 町のホームページからもダウンロードできます。

② 履歴書（市販のものに住所・氏名・最終学歴・職歴・資格免許等を記入し、写真を貼付）

提出先 〒619-1295 京都府相楽郡和束町釜塚生水14-2 和束町役場総務課 宛

※ 受付時間は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までです。

（郵送の場合は、受付期間内必着）

○選考試験 日時、方法等について、各職種の所管課から応募された方に個別にお知らせします。

○お問合せ 総務課 ☎７８－３００１（直通）

和束町会計年度任用職員を募集します

（令和４年４月１日採用：二次募集）

②
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単位：㎏

出品茶種 出品量目 見本茶採取量 採取条件

普通煎茶 4.15（10.30） 0.4（1.0）

てん茶 4.0（4.0） 0.4（0.4）
規定なし

（　）内は全国茶品評会

和束町出品茶推進委員会では、京都府を代表する煎茶の町としての名声を高めるため、全国並び

に関西茶品評会での上位入賞を目指して出品の集約や奨励などに取り組んでいます。

この茶品評会は、単に茶の製造に対する技術的な一面のみを競うに留まらず、こうした品評会に出

品することによって、茶どころとしての和束町の名を全国に広め、そして、上位入賞を果たすことによ

って、茶産地としての名声と優位な販売に結びつけるための絶好の機会です。

近年、各茶産地では、全国並びに関西茶品評会を良質茶生産の振興と産地銘柄を高めるための

絶好の機会と位置づけ、産地ぐるみで積極的な出品体制が取られ、その結果として産地間の品質格

差が少なくなってきています。

本委員会としても、こうした全国的な動きの中で、全国及び関西茶品評会に積極的に出品し、優秀

な成績を収めることが和束茶の産地銘柄の高揚と茶業振興に大きく繋がることと思います。茶農家

のみなさんにおかれましては、こうした本委員会の取り組みをご理解いただきまして、全国茶品評会

（京都府）、関西茶品評会（滋賀県）、京都府茶品評会への積極的な出品をお願いいたします。

（１）出品者資格及び出品茶

ア 出品者は、茶栽培を行う荒茶生産農家及びその組織する団体とする。

イ 出品できる茶は、出品者資格を有する者が自ら生産したものであること。

（２）出品茶種等

（３）申込の受付 ４月末まで随時

（４）出品申込先 和束町出品茶推進委員会 （事務局：役場農村振興課内）

☎７８－３００８（直通）

令和４年度は、全国茶品評会が京都府

関西茶品評会が滋賀県で開かれます

漏水チェックをしましょう

水道使用量がいつもと比べて多いときは、目に見えない場所から漏水している可能性があります。

漏水は水道メーターで簡単にチェックすることができます。

パイロットが回転していない

か確認しましょう。

漏水していたときは、止水栓を閉め、和束町指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

水を無駄なく大切に使うためにも、こまめに漏水チェックをしましょう。

◆問合せ 建設事業課 上下水道係 ☎７８－３００７（直通）

③
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日
付

曜
日

古紙
回収

16 水 1 金

17 木 2 土

18 金 3 日

19 土 4 月

20 日 5 火

21 月 6 水

22 火
南

杣田
木屋

7 木

23 水 8 金 中
湯船

24 木 9 土

25 金
石寺
撰原
下島

10 日

26 土 11 月

27 日 12 火
原山
園

門前

28 月
東

別陽
釜塚

13 水

29 火 14 木 別所
白栖

30 水 15 金

31 木

・すくすく広場(支援セ/10:00～)

くらしのカレンダー
3月 4月

行事案内 行事案内

・いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

・園庭開放日(支援セ/10:00～)
・乳児相談(社セ/対象者に個別案内)

・園庭開放日(支援セ/10:00～)
・おもちゃ図書館
　(保育園/10:00～12:00)

・行政相談(役場/13;30～)

春分の日
・すくすく広場(支援セ/10:00～)
・すこやかファイト教室
　(老福セ/13:30～)

・園庭開放日(支援セ/10:00～)
・運動教室ズンバ
　(社セ/13：30～14：30)
・税住民課証明交付業務時間延長日
　(17:15～19:00)

・いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

・すくすく広場(支援セ/10:00～)
・すこやかファイト教室
　(老福セ/13:30～)

・就労相談(商工会館研修室/
　9:30～11:30)
・いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

・映画鑑賞会(こども館/14:00～)

・人権相談(ふセ/13:30～)

・マイナンバー休日臨時窓口
　(役場/9:００～12:00)
・送る会・ミニ運動会
　(こども館/14:00～)
・共同浴場無料開放日

・シニアライフサポート学級
　(老福セ/10:00～)

・シニアライフサポート学級
　(老福セ/10:00～)

・すくすく広場(支援セ/10:00～)

・いきいき元気塾(老福セ/13:00～)
・交通事故無料相談
　 (木津総合庁舎/9:00～)

・いきいき元気塾(老福セ/13:00～)
・国民健康保険税納期限(第10期)
・後期高齢者医療保険料納期限
　(第9期)

(時間は24時間表示です)(時間は24時間表示です)
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館
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い
き
こ
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も
館

古紙回収略称
別陽・・・別所陽光台

開室時間 午前 9：00～12：00
午後13：00～16：30

*休室 月・火・祝日(土・日を除く)

体験交流センター図書室開室日

貸出 水・金・土・日

閲覧 木
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